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1. 審査の概要 

1.1. 審査の方法 

最優秀提案を選定するための審査の方法は、入札参加者の備えるべき参加資格要件に関す

る「資格審査」と、入札参加者からの入札提案の内容に関する「提案審査」による２段階で

実施する。 

資格審査は、入札参加者の参加資格要件の適格性を審査するために行うものとし、その結

果については、以降の提案審査には持ち越さない。 

提案審査は、資格審査を通過した者から入札により提出された提案書を対象とし、入札金

額の確認及び基礎審査を経て適格とされた提案について、提案書の内容の定性的な評価（以

下「定性審査」という。）により定性評価点、入札金額の定量的な評価（以下「価格審査」と

いう。）により価格評価点を算出し、それらの合計点（以下「総合評価点」という。）を算定す

るものとする。 

 

 総合評価点 ＝ 定性評価点 ＋ 価格評価点  

 

総合評価点は、「1,000点」とし、定性審査、価格審査の配点について以下に示す。 

 

＜提案書審査・価格審査の配点＞ 

提案審査内容 配点 

定性審査（定性評価点） 800 点 

価格審査（価格評価点） 200 点 

 

1.2. 審査体制 

県は、本事業における最優秀提案の選定において、公正性及び透明性を確保することを目

的に、学識経験者等で構成される事業審査会（以下「審査会」という。）を設置している。 

審査会は、入札提案について本落札者決定基準に定める審査基準に基づき評価を行い、最

優秀提案を選定する。県は、この結果を踏まえ、本事業の落札者を決定するものとする。 

 

なお、審査委員は以下のとおり（敬称略） 

（順不同） 

氏 名 所 属 

北原 啓司 弘前大学特任教授 

 松本 真一 秋田県立大学教授 

 中田 智大 秋田職業能力開発短期大学准教授 

 経徳 康之 秋田県建設部営繕課長 

 保坂 知之 秋田県警察本部警務部会計課長 
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2. 審査基準 

2.1. 資格審査 

入札説明書に示す参加資格要件（入札参加者の構成、入札参加者の構成員の制限、入札参

加者の資格要件）の具備について審査を行う。参加資格要件を満たしていない場合は失格と

する。 

 

2.2. 入札金額の確認 

県は、入札参加者が提示する入札金額が、予定価格以下であることを確認する。予定価格

を超えた入札金額を提示した入札参加者は失格とする。 

 

2.3. 提案審査 

(1)  基礎審査 

県は、参加資格要件を満たした入札参加者から提出された提案内容について、以下の点

を確認する。 

 

①  参加資格要件を満たした入札参加者が提出した提案審査書類について、提案審

査書類が全て揃っていること、指定した様式に必要事項が記載されていること等、

書類に不備がないことを確認する。 

 

②  各業務の提案内容が要求水準書に定める要求水準を満たしているか。 

提案書等において提案されている内容のうち、要求水準書においてサービス・機

能の仕様を定めている事項を対象に、その水準を満たしているか否かを確認する。 

 

確認の結果、上記①及び②の条件を満たしている場合は、「適格」とし、明らかに満たし

ていないと確認される場合には、「失格」とする。 

ただし、その内容が軽微であり、意図したものではなく、かつ、提案内容及び入札金額

価格に大きな影響を及ぼすものではなく、かつ、当該内容のみにより失格とすることは返

って公平性を欠くと認められる場合には、当該提案を行った入札参加者に対して、入札参

加の希望を確認し、当該入札参加者が入札金額の変更を行わずに、当該箇所について条件

を満たさせることが確認できた場合において、当該入札参加者を失格としないことがある。 

 

(2)  定性審査 

提案書の内容について、次頁以降に示す審査項目ごとに、評価の視点に基づき評価、加

点を行う。 

定性審査の加点の付与基準は、以下に示す５段階によるものとし、評価に従い各審査項

目の配点に対応する係数を乗じて算出するものとする。 

なお、点数化の際は、小数点第２位まで算定する。 
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表 1 定性審査における採点基準 

評価 評価内容 採点基準 

A 優れた提案である 配点×1.00 

B やや優れた提案である（ＡとＣの中間） 配点×0.80 

C 提案内容が中程である（標準） 配点×0.60 

D やや劣る提案である（ＣとＥの中間） 配点×0.40 

E 要求水準を満たしているが、劣る提案である 配点×0.20 

  

※ 定性審査の採点基準は、Ｃを標準とすることから、全体の標準点は 480点となる。 

※ 上記については、すべて要求水準書の内容を満たしているものである。 
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【評価項目及び配点】 

1) 事業計画に関する事項【140点】 

項目 配点 評価の視点 
主たる 
対象様式 

１ 
事業 

コンセプト 
55 

・ 事業の目的及び警察施設の特殊性を理解した提案が
なされているか 。 

・ 事業目的を達成するため、事業者独自の視点（創意
工夫、ノウハウ等）を持った提案がなされている
か。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 
様式４-1 

（A4:1
枚） 

２ 
事業実施体制
及び役割分担 

85 

・ 構成員の役割及び責任分担、連携・補完体制が適正
かつ明確であり、着実な事業実施が期待できる提案
がなされているか。 

・ 県との連絡、調整が適切にとれる取組方針の提案が
なされているか。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 

小計 140   
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2) 施設整備に関する事項【560点】 

項目 配点 評価の視点 主たる 
対象様式 

１ 
基本的な 
考え方 

20 

・  事業の目的及び警察施設の特殊性を十分に理解した
上で、施設整備業務への取組方針について、具体的か
つ明確な考え方の提案がなされているか。 

・  設計段階における建設企業の関わり方について、工
夫ある提案がなされているか。 

様式５-1 

（A4:1

枚） 

２ 
配置計画・ 
外構計画 

110 

・  全ての利用者の安全性及び利便性の確保、警察業務
の機動性や大館市の気候特性の影響（除雪、落雪等）
に配慮された計画の提案がなされているか。 

・  セキュリティ計画等に対して的確に理解し、十分な
検討に基づく計画の提案がなされているか。 

・  霊安室は一般来庁者や周辺住民等からの目につきに
くく、ご遺体の搬送に配慮された計画の提案がなされ
ているか。 

・  周辺への悪影響（臭気、騒音等）に配慮した計画の
提案がなされているか。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 

３ 
地域性、景
観への配慮 

45 

・  意匠計画について、地域性、分かりやすさ及び景観
に配慮した提案がなされているか。 

・  周辺環境と調和し、圧迫感の軽減等に配慮した配置
計画や建物ボリュームが確保された提案がなされてい
るか。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 様式５-2 

（A4:1

枚） 

４ 防災計画 85 

・   災害時の拠点施設としての役割を満たせるよう耐震
性や耐久性等に配慮した計画の提案がなされている
か。 

・   雪害、風水害、落雷、断水及び停電や災害によるイ
ンフラ途絶時等にも十分配慮し、速やかに回復が行わ
れるための効果的な対策等の提案がなされているか。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 

５ 建築計画 130 

・   全ての施設利用者が使いやすいよう、機能性、利便
性及びプライバシー等に配慮したゾーニング・動線計
画の提案がなされているか。 

・   セキュリティ計画等の内容を的確に理解し、庁内各
課の特性に応じた適切なセキュリティを確保した計画
の提案がなされているか。 

・   諸室用途に応じて、全ての利用者の快適性に配慮し
た室内レイアウトや効率的な什器備品の配置、デッド
スペースの活用等を考慮した計画の提案がなされてい
るか。 

・   将来の間仕切り変更や部屋の用途変更に、柔軟に対
応できる執務空間の確保、効率的な警察活動に対応で
きる計画の提案がなされているか。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 

様式５-3 

（A4:1

枚） 
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項目 配点 評価の視点 主たる 
対象様式 

６ 
環境計画・ 
設備計画 

85 

・   大館市の気候特性を踏まえ、全ての施設利用者（職
員、一般来庁者等）が快適で安全に利用できる計画の
提案がなされているか。 

・  再生可能エネルギーや木材の活用など、脱炭素化に
配慮した提案がなされているか。 

・  施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減に向
けて汎用性や耐久性の高い製品の採用等、整備後の維
持管理に配慮した計画の提案がなされているか。 

・  設備の更新時等に、警察業務に与える影響が最小限
になるように配慮した計画の提案がなされているか。 

・ 上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 

様式５-4 

（A4:1

枚） 

７ 工程計画 85 

・  新庁舎の設計・建設、現庁舎の解体を段階的に行う
敷地内でのローリング計画において、周辺住民への配
慮、敷地内の必要な駐車台数及び車両出入口等の確保
を考慮し、警察業務を円滑かつ継続的に行える施工計
画の提案がなされているか。 

・  不測の事態が生じた場合に、工程計画を遵守するた
めの適切な対策の提案がなされているか。 

・  上記以外に特筆すべき優れた提案が見られるか。 

様式５-5 

（A4:1

枚） 

工程表 

小計 560   
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3) 地域経済への配慮【100点】 

項目 配点 
評価の視点 

 

主たる 

対象様式 

１ 
県内企業・ 

人材の活用 
60 

・  県内企業の参加及び活用方策について、具体的か

つ実効性のある計画が提案されているか。 

・  具体的かつ実効性のある人材の活用方策が提案さ

れているか。 

様式６-1 

（A4:1 枚） 

 

２ 

県産製品及

び県産材の

活用 

40 

・  県産製品や県産資材の使用や県内企業からの資材

の調達について、具体的かつ実効性のある計画が

提案されているか。 

小計 100   
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(3)  価格審査 

次の計算式に基づき、入札金額から価格点を算出し付与する。価格審査の配点は 200 点

とし、小数点第 3位以下を四捨五入し、小数点第 2位まで算出するものとする。 

＜算定式＞ 

価格評価点＝２００点 × （最低入札金額）／（当該入札金額） 

・提案審査に進んだ全入札者のうち、入札金額が最低であるものを 1 位とし、価

格点の満点である 200点を付与する。 

・他の入札者の価格点は、1位の入札金額（最低入札金額）と当該入札者の入札金

額（当該入札金額）の比率により算出する。 

 

 

3. 最優秀提案の選定 

事業審査会は最も高い総合評価点を得た入札提案を、最優秀提案として選定する。また、

総合評価点が次順位以降の者について、総合評価点の順に従い、次点者、次々点者等として

選定することができる。 

なお、最も高い総合評価点を得た提案が複数ある場合は、定性評価点の最も高い提案を最

優秀提案とする。この場合において、定性評価点に係る評価点が同点である提案が複数ある

ときは、いずれの提案も最優秀提案とする。 

 

 

4. 落札者の決定 

県は、事業審査会による選定結果を踏まえ、最優秀提案を行った者を落札者として決定す

る。 

なお、最優秀提案が複数ある場合は、当該提案を行った者にくじをひかせて落札者を決定

する。 

 

 


